
会議開催のお知らせ 

 

 第１５期第２回大分県海面利用協議会を、次のとおり開催します。  

 なお、この会議の傍聴を希望する方は、次に定める手続に従って傍聴してく

ださい。 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ０ 日 

 

開催の日時 

 令和８年３月２日（月）１４時から 

 

開催の場所 

 所在地 大分市大手町３丁目１番１号  

 会場名 県庁本館１２会議室 

 

議  題（案） 

第１号議案 別府湾南部海域における漁法の制限について 

第２号議案  別府湾南部海域におけるあみ等のまきえを使用する船釣り等の 

禁止について 

第３号議案  大分県海域におけるあみ等のまきえの使用禁止について 

 (1) 佐賀関半島周辺におけるあみ（おきあみを含む）のまきえ 

の使用禁止について 

 (2) 津久見市大字四浦地区におけるあみ（おきあみを含む）の 

まきえの使用禁止について 

 (3) 津久見市保戸島地区におけるあみ等のまきえの使用禁止に 

ついて 

 (4) 津久見市無垢島と同市保戸島の間の海域（スカ漁場）にお 

けるあみ（おきあみを含む）のまきえの使用禁止について 

 (5) 佐伯市鶴見地区におけるあみ（おきあみを含む）のまきえ 

の使用禁止について 

第４号議案  津久見市無垢島周辺海域における漁法の制限について 

第５号議案  伊予灘及び豊後水道北部におけるまこがれいの採捕の制限につ

いて 

第６号議案  豊後水道北部におけるいさきの採捕の制限について 

 



会議の公開又は非公開(一部公開を含む。)の別 

 公開 

 

一般傍聴者の定員 

 １０名 

 

傍聴手続 

 (１)傍聴をご希望の方は、上記の開催予定時刻までに、会場にお越し下さい。 

   会場で受付いたしますので、氏名と住所をご記入願います。   

 (２)受付開始時間は当日１３時４５分からです。   

 (３)傍聴の受付は先着順に行い、定員になり次第終了しますのでご了承下さ

い。 

 

注意事項 

（１）会議の傍聴を希望する方は、マスクの着用をお願いします。 

（２）発熱の有無に関わらず、体調の優れない場合は、傍聴をお控え願います。 

 

問い合わせ先 

 担当課   農林水産部漁業管理課漁業調整班  

 電話番号  ０９７－５０６－３９１８  

 


